
- 2 - 
 

第１章  総 論 
 

第１ 計画の策定 
県は、感染症法第10条第１項の規定に基づき、総合的かつ計画的に感染症対策を推

進するため本計画をここに定める。 

なお、本計画は、感染症法第９条第１項及び第11条第１項の規定に基づき国が定め

る基本指針及び特定感染症予防指針に即したものとする。 

 

第２ 計画の位置づけ 
本計画は、感染症法第10条第８項の規定に基づき、医療法（昭和23年法律第205号）

第30条の４に規定する「栃木県保健医療計画」及び特措法第７条に規定する行動計画

との整合性の確保を図るとともに、栃木県重点戦略「とちぎ未来創造プラン」など関

連する他の県計画における関連施策との整合を図りつつ、県の感染症対策の基本的な

方向性を定めるものとする。 

また、地域保健法（昭和22年法律第101号）第４条に規定する「地域保健対策の推

進に関する基本的な指針」に沿って保健所及び衛生研究所毎に策定する「健康危機対

処計画」との整合を図るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個別計画 

栃木県保健医療計画(８期計画) 栃木県感染症予防計画 
栃木県新型インフルエンザ 

等対策行動計画 

＜特定感染症予防指針＞ 
・インフルエンザ・結核 
・後天性免疫不全症候群 
・性感染症･麻しん･風しん 
・蚊媒介感染症 等 

新型インフルエンザ

等対策政府行動計画 

感 染 症 法 医 療 法 特 措 法 

基本指針 

感染症対応マニュアル（結核編） 

感染症対応マニュアル等 地 域 保 健 法 

健康危機対処計画 
栃木県新型インフルエンザ 

等対策ガイドライン 

地域保健対策の推進に 
関する基本的な指針 

栃木県結核対策プラン 
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【本計画とＳＤＧｓとの関係】 

さらに、本計画に基づく各種取組により、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）のゴ

ール３「すべての人に健康と福祉を」、ゴール10「人や国の不平等をなくそう」な

どの実現に貢献する。 

 

 

 

 

 

第３ 感染症の予防の推進の基本的な方向 

県は、以下の１から４に示す感染症の予防の推進の基本的な方向に基づき、新型コ

ロナ対応の課題を踏まえ、感染症をめぐる状況の変化に迅速かつ適確に対応できる体

制を構築する。 

 

１ 感染症の発生及びまん延防止に重点を置いた施策の推進 

平時から感染症の発生の状況及び動向を正確に把握する体制を整備し、県民及び

医療機関や高齢者施設等＊への適切な情報提供等を通じて、感染症の発生及びまん

延を防止していくことに重点を置いた事前対応型行政を推進する。 

また、県、宇都宮市、感染症指定医療機関、診療に関する学識経験者の団体、消

防機関、高齢者施設等関係団体等で構成する連携協議会を通じて、平時から本計画

に基づく各種取組等について協議を行うとともに、本計画に基づく取組状況を毎年

報告し、関係者は相互に進捗を確認するなど、感染症対策に係る取組について、関

係者が一体となってPDCAサイクルに基づく改善を図り、実施状況について検証する。 

 

 

 

 

 

 

２ 県民一人一人の感染症の予防及び治療に重点を置いた対策の推進 

今日、多くの感染症の予防及び治療が可能となってきていることから、感染症の

発生状況や動向、原因に関する情報の収集及び分析、その分析の結果並びに感染症

の予防及び治療に必要な情報の県民への積極的な公表に努め、県民一人一人におけ

る予防を推進する。 

また、感染症の患者に対する良質かつ適切な医療の提供を通じて、早期治療の積

み重ねによる社会全体の予防を推進する。 

 

３ 人権を尊重した対策の推進 

感染症の予防と患者等の人権の尊重の両立を基本とする。具体的には、患者個人

の意思や人権を尊重し、一人一人が安心して社会生活を続けながら良質かつ適切な

＊本計画における「高齢者施設等」について 

  本計画においては、新型コロナ対応を念頭に、特に重症化リスクの高い者が入所して

いる高齢者施設・障害者施設を中心とした対応を想定しているが、その他の社会福祉施

設等においても必要に応じて対応をお願いするものである。 

 










